
新 発 田 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則  

平 成 20 年 10 月 10 日  

新 発 田 市 規 則 第 64 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 新 発 田 市 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 20 年 新 発 田 市

条 例 第 30 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 許 可 の 申 請 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ７ 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に

よ る 申 請 書 正 副 ２ 通 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 に 係 る 屋 外 広 告 物 （ 以 下 「 広 告 物 」 と

い う 。） 又 は 広 告 物 を 掲 出 す る 物 件 （ 以 下 「 掲 出 物 件 」 と い う 。） が

は り 紙 、 は り 札 等 （ 屋 外 広 告 物 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 189 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。） 第 ７ 条 第 ４ 項 前 段 に 規 定 す る は り 札 等 を い う 。 以

下 同 じ 。）、 広 告 旗 （ 同 項 前 段 に 規 定 す る 広 告 旗 を い う 。 以 下 同

じ 。） 又 は 立 看 板 等 （ 同 項 前 段 に 規 定 す る 立 看 板 等 を い う 。 以 下 同

じ 。 )（ 以 下 こ れ ら を 「 簡 易 広 告 物 等 」 と い う 。） で あ っ て 、 市 長 が

そ の 必 要 が な い と 認 め た と き は 、 添 付 書 類 の 一 部 を 省 略 す る こ と が

で き る 。  

⑴  広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ 以 下 「 広 告 物 等 」 と い う 。 )を 表 示 し 、

又 は 設 置 す る 場 所 及 び そ の 付 近 の 見 取 図  

⑵  広 告 物 等 の 形 状 、 寸 法 、 構 造 、 色 彩 、 意 匠 等 に 関 す る 仕 様 書 及

び 図 面 又 は 見 本  

⑶  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 土 地 又 は 建 物 そ の 他 の 工 作 物

等 が 事 故 の 所 有 又 は 管 理 に 属 さ な い 場 合 は 、 当 該 土 地 又 は 当 該 建

物 そ の 他 の 工 作 物 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 の 承 諾 が あ っ た こ と を 証

す る 書 面 又 は そ の 写 し  

⑷  他 の 法 令 の 規 定 に よ り 許 可 等 を 要 す る 場 合 は 、 当 該 許 可 等 を 受

け て い る こ と を 証 す る 書 面 又 は そ の 写 し  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 完 了 の 届 出 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ７ 条 の 許 可 を 受 け た 者 が 広 告 物 等 の 表 示 又 は 設 置 を 完

了 し た と き は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ り 、 当 該 広 告 物 等 の カ ラ ー 写 真

を 添 え て 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 簡 易 広 告 物 等

に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  



（ 禁 止 物 件 等 に 表 示 し 、 又 は 設 置 す る こ と が で き る 広 告 物 等 の 基

準 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ８ 条 第 ３ 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 別 表 第 １ の と お り

と す る 。  

第 ５ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 第 ８ 号 の 規 則 で 定 め る

基 準 は 、 そ れ ぞ れ 別 表 第 ２ か ら 別 表 第 ６ ま で の と お り と す る 。  

第 ６ 条  条 例 第 10 条 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 別 表 第 ７ の と お

り と す る 。  

（ 禁 止 地 域 等 に お け る 許 可 の 申 請 等 ）  

第 ７ 条  条 例 第 11 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 第 ３ 号 様 式

に よ る 申 請 書 正 副 ２ 通 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 場 所 及 び そ の 付 近 の 見 取 図 及

び カ ラ ー 写 真  

 ⑵  第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

２  第 ３ 条 本 文 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 を 受 け た 者 が 当 該 許 可 に 係 る 広

告 物 等 の 表 示 又 は 設 置 を 完 了 し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

 （ 許 可 地 域 等 に 表 示 し 、 又 は 設 置 す る こ と が で き る 広 告 物 等 の 基

準 ）  

第 ８ 条  条 例 第 12 条 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 別 表 第 ８ の と お り と す

る 。  

２  条 例 第 12 条 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 広 告 物 等 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。  

 ⑴  政 治 、 学 術 、 文 化 又 は ス ポ ー ツ に 関 す る 演 説 会 、 講 演 会 そ の 他

の 活 動 の た め に 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 広 告 物 等  

 ⑵  町 内 会 、 自 治 会 そ の 他 の 公 共 的 団 体 が 、 公 共 的 目 的 の た め に 表

示 し 、 又 は 設 置 す る 広 告 物 等  

 （ 協 議 等 ）  

第 ９ 条  条 例 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し よ う と す る 国 又 は

地 方 公 共 団 体 は 、 別 記 第 ４ 号 様 式 に よ る 協 議 書 正 副 ２ 通 に 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 場 所 及 び そ の 付 近 の 見 取 図 及

び カ ラ ー 写 真  

 ⑵  第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

２  市 長 は 、 条 例 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 意 を し た と き は 、 そ

の 旨 を 同 項 の 規 定 に よ り 協 議 を し た 国 又 は 地 方 公 共 団 体 に 通 知 す る



も の と す る 。  

３  条 例 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 意 を 得 た 国 又 は 地 方 公 共 団 体

が 広 告 物 等 の 表 示 又 は 設 置 を 完 了 し た と き は 、 別 記 第 ５ 号 様 式 に よ

り 、 当 該 広 告 物 等 の カ ラ ー 写 真 を 添 え て 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

４  条 例 第 13 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 に よ

り 、 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 許 可 の 基 準 ）  

第 10 条  条 例 第 14 条 第 １ 項 の 許 可 の 基 準 は 、 別 表 第 ９ 及 び 別 表 第

10 の と お り と す る 。  

 （ 許 可 の 期 間 ）  

第 11 条  条 例 第 16 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 広 告 物 等 の 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

 ⑴  は り 紙  ２ 月 以 内  

 ⑵  は り 札 等 、 広 告 旗 、 立 看 板 等 、 横 断 幕 、 懸 垂 幕 及 び ア ド バ ル ー

ン  ３ 月 以 内  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の  ３ 年 以 内  

 （ 更 新 の 許 可 申 請 等 ）  

第 12 条  条 例 第 16 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 更 新 の 許 可 を 受 け よ う と す

る 者 は 、 別 記 第 ７ 号 様 式 に よ る 申 請 書 正 副 ２ 通 に 次 に 掲 げ る 書 類 を

添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 に 係 る 広 告

物 等 が 簡 易 広 告 物 等 で あ っ て 、 市 長 が そ の 必 要 が な い と 認 め た と き

は 、 添 付 書 類 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  広 告 物 等 の 現 況 の カ ラ ー 写 真  

 ⑵  別 記 第 ８ 号 様 式 に よ る 広 告 物 等 点 検 書  

 ⑶  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 土 地 又 は 建 物 そ の 他 の 工 作 物

等 が 自 己 の 所 有 又 は 管 理 に 属 さ な い 場 合 は 、 当 該 土 地 又 は 当 該 建 物

そ の 他 の 工 作 物 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 の 承 諾 が あ っ た こ と を 証 す る

書 面 又 は そ の 写 し  

 ⑷  他 の 法 令 の 規 定 に よ り 許 可 等 を 要 す る 場 合 は 、 当 該 許 可 等 を 受

け て い る こ と を 証 す る 書 面 又 は そ の 写 し  

 ⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 変 更 等 の 許 可 申 請 等 ）  

第 13 条  条 例 第 ７ 条 の 許 可 を 受 け た 者 で あ っ て 条 例 第 17 条 第 １ 項 の

変 更 又 は 改 造 の 許 可 を 受 け よ う と す る も の は 、 別 記 第 ９ 号 様 式 に よ

る 申 請 書 正 副 ２ 通 に 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出



し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 に 係 る 広 告 物 等 が 簡 易 広 告 物 等

で あ っ て 、 市 長 が そ の 必 要 が な い と 認 め た と き は 、 添 付 書 類 の 一 部

を 省 略 す る こ と が で き る 。  

２  第 ３ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 を 受 け た 者 が 当 該 許 可 に 係 る 広 告 物

等 の 変 更 又 は 改 造 を 完 了 し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

３  条 例 第 11 条 の 許 可 を 受 け た 者 で あ っ て 条 例 第 17 条 第 １ 項 の 変 更

又 は 改 造 の 許 可 を 受 け よ う と す る も の は 、 別 記 第 10 号 様 式 に よ る

申 請 書 正 副 ２ 通 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 ⑴  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 場 所 及 び そ の 付 近 の 見 取 図 及

び カ ラ ー 写 真  

 ⑵ 第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

４  第 ３ 条 本 文 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 を 受 け た 者 が 当 該 許 可 に 係 る 広

告 物 等 の 変 更 又 は 改 造 を 完 了 し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

５  条 例 第 17 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る

場 合 (条 例 第 11 条 の 許 可 に 係 る 広 告 物 等 を 変 更 し 、 又 は 改 造 し よ う

と す る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ 号 に 掲 げ る 場 合 ） と す る 。  

 ⑴  補 修 又 は 塗 装 換 え を 行 う 場 合  

 ⑵  広 告 物 に つ い て 、 掲 出 物 件 を 変 更 す る こ と な く 、 一 方 向 の 面 に

対 し て 掲 出 面 積 の ２ 分 の １ 未 満 の 面 積 に 係 る 色 彩 、 意 匠 又 は 広 告 内

容 の 変 更 を 行 う 場 合  

 （ 許 可 証 印 の 押 印 ）  

第 14 条  市 長 は 、 条 例 第 ７ 条 、 第 11 条 及 び 第 17 条 第 １ 項 の 許 可 並

び に 条 例 第 16 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 更 新 の 許 可 を し た と き は 、 そ

れ ら の 許 可 に 係 る 申 請 書 の 副 本 に 別 記 第 11 号 様 式 に よ る 許 可 証 印

を 押 印 し て 、 許 可 を 受 け た 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 変 更 等 の 協 議 ）  

第 15 条  条 例 第 18 条 の 規 定 に よ る 変 更 又 は 改 造 の 協 議 を し よ う と す

る 国 又 は 地 方 公 共 団 体 は 、 別 記 第 12 号 様 式 に よ る 協 議 書 正 副 ２ 通

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 場 所 及 び そ の 付 近 の 見 取 図 及

び カ ラ ー 写 真  

 ⑵  第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

２  第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 市 長 が 条 例 第 18 条 の 規 定 に よ り 同 意 を

し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

３  第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 条 例 第 18 条 の 規 定 に よ り 同 意 を 得 た 国



又 は 地 方 公 共 団 体 が 広 告 物 等 の 変 更 又 は 改 造 を 完 了 し た 場 合 に つ い

て 準 用 す る 。  

４  条 例 第 18 条 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 補 修 又 は 塗 装 換 え

を 行 う 場 合 と す る 。  

 （ 許 可 の 表 示 ）  

第 16 条  条 例 第 19 条 の 許 可 を 受 け た 旨 の 表 示 は 、 別 記 第 13 号 様 式

に よ る 許 可 証 票 を 、 当 該 許 可 に 係 る 広 告 物 等 の 見 や す い 箇 所 に 貼 り

付 け て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 当 該 許 可 に 係 る 広 告 物 等 が は り 紙

又 は は り 札 等 (紙 張 り 又 は 布 張 り の も の に 限 る 。 )で あ る と き は 、 当

該 広 告 物 等 に 第 14 条 の 許 可 証 印 の 押 印 を 受 け る こ と （ 当 該 許 可 証

印 を 印 刷 す る こ と を 含 む 。） に よ り こ れ に 代 え る こ と が で き る 。  

 （ 点 検 ）  

第 16 条 の ２  条 例 第 20 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 簡 易 な

広 告 物 等 は 、 簡 易 広 告 物 等 と す る 。  

２  条 例 第 20 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 広 告 物 等 は 、 第 17 条 第 ２

項 に 規 定 す る 広 告 物 等 で あ っ て 条 例 の 規 定 に よ る 許 可 に 係 る も の と

す る 。  

３  条 例 第 20 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 条 第 ３ 項 各 号 に

掲 げ る 者 又 は 市 長 が 指 定 す る 者 の 行 う 広 告 物 等 の 点 検 に 関 す る 技 能

講 習 を 修 了 し た 者 と す る 。  

 （ 管 理 者 の 設 置 等 ）  

第 17 条  条 例 第 21 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 簡 易 な 広 告 物 等

は 、 簡 易 広 告 物 等 と す る 。  

２  条 例 第 21 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 広 告 物 等 は 、 建 築 基 準 法 施 行

令 (昭 和 25 年 政 令 第 338 号 )第 138 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 高 さ

が ４ メ ー ト ル を 超 え る 広 告 塔 、 広 告 板 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 広 告 物

等 と す る 。  

３  条 例 第 21 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 ⑴  建 築 士 法 (昭 和 25 年 法 律 第 202 号 )第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一

級 建 築 士  

 ⑵  電 気 工 事 士 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 139 号 ） 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 に

規 定 す る 特 種 電 気 工 事 資 格 者 認 定 証 （ ネ オ ン 工 事 に 係 る も の に

限 る 。） の 交 付 を 受 け て い る 者  

 ⑶  次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ に も 該 当 す る も の と し て 市 長 が 認 定 す

る 者  

  ア  屋 外 広 告 業 (法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 定 め る も の を い う 。 )を 営 む 者



の 営 業 所 に お け る 広 告 物 等 の 表 示 又 は 設 置 の 責 任 者 と し て

20 年 以 上 の 経 験 を 有 す る こ と 。  

  イ  過 去 ５ 年 間 に わ た り 、 広 告 物 等 に 関 す る 法 令 に 違 反 し て い な

い こ と 。  

４  前 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 第 14

号 様 式 に よ る 申 請 書 に 同 号 ア に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と を 証 す る

書 面 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て 、 第 ３ 項 第 ３ 号 の 認

定 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を そ の 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。 認 定 を し な い と き も 、 同 様 と す る 。  

６  前 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 通 知 は 、 別 記 第 15 号 様 式 に よ る 資 格 認

定 証 の 交 付 を も っ て 行 う も の と す る 。  

 （ 除 却 の 届 出 ）  

第 18 条  条 例 第 22 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 除 却 の 届 出 は 、 別 記 第 16

号 様 式 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 広 告 物 等 の 公 示 場 所 ）  

第 19 条  条 例 第 26 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 場 所 は 、 新 発 田 市

公 告 式 条 例 （ 昭 和 30 年 新 発 田 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 定 め

る 掲 示 場 と す る 。  

 （ 所 有 者 等 が 確 認 で き な い 保 管 広 告 物 等 の 再 公 示 の 方 法 ）  

第 20 条  条 例 第 26 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 市 の 広 報

紙 又 は 日 刊 新 聞 紙 に よ る も の と す る 。  

 （ 保 管 広 告 物 等 一 覧 簿 ）  

第 21 条  条 例 第 26 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 保 管 広 告 物 等 一 覧 簿 の 様

式 は 、 別 記 第 17 号 様 式 に よ る も の と し 、 同 項 の 規 則 で 定 め る 保 管

広 告 物 等 一 覧 簿 を 備 え 付 け る 場 所 は 、 建 築 課 と す る 。  

 （ 広 告 物 等 の 返 還 ）  

第 22 条  条 例 第 33 条 の 規 則 で 定 め る 受 領 書 の 様 式 は 、 別 記 第 18 号

様 式 に よ る も の と す る 。  

 （ 変 更 等 の 届 出 ）  

第 23 条  条 例 第 35 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 19 号 様 式

に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 35 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 16 号 様 式 に よ り

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  条 例 第 35 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 20 号 様 式 に よ り

行 わ な け れ ば な ら な い 。  



 （ 身 分 証 明 書 ）  

第 24 条  条 例 第 37 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 別 記 第

21 号 様 式 に よ る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 25 条  こ の 規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附 則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 21 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 新 潟 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 ７ 年 新 潟 県

条 例 第 65 号 。 以 下 「 県 条 例 」 と い う 。） の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て

表 示 さ れ 、 又 は 設 置 さ れ て い る 広 告 物 等 が 第 10 条 に 規 定 す る 許 可

の 基 準 に 適 合 し な い 場 合 に お い て は 、 当 該 広 告 物 等 に つ い て は 、 県

条 例 の 規 定 に よ る 許 可 の 期 間 は 、 同 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 そ の

期 間 内 に 条 例 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て そ の 期

間 を 経 過 し た と き は 、 そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が あ る 日 ま で 、 ま た 同

様 と す る 。  

３  前 項 に 規 定 す る 広 告 物 等 で あ っ て 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 県 条

例 の 規 定 に よ る 許 可 の 期 間 が 満 了 す る 日 ま で の 間 に 改 修 、 移 転 又 は

除 却 を す る こ と が 容 易 で な い と 市 長 が 認 め る も の に つ い て は 、 そ の

期 間 を 経 過 し た 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 第 10 条 の 規 定 は 、 適 用

し な い 。  

４  第 ２ 条 の 規 定 は 、 条 例 附 則 第 3 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に つ

い て 準 用 す る 。  

５  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 新 潟 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 (平 成 ８

年 新 潟 県 規 則 第 17 号 )第 16 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 新 潟 県 知

事 の 認 定 を 受 け て い る 者 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら １ 年 を 経 過 す

る 日 ま で の 間 、 第 17 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 認 定 を 受 け た も の と み な

す 。  

  附 則 (平 成 24 年 規 則 第 41 号 ) 

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 (平 成 27 年 規 則 第 59 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 （ 平 成 29 年 規 則 第 15 号 ）  



 こ の 規 則 は 、 平 成 29 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 (令 和 ３ 年 規 則 第 62 号 ) 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

新 発 田 市 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施

行 細 則 の 規 定 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進

に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 認 定 等 に 関 す る

規 則 の 規 定 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 発 田 市 屋 外 広 告 物 条 例

施 行 規 則 の 規 定 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 発 田 市 建 築 基 準 法

施 行 細 則 の 規 定 、 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 発 田 市 建 築 協 定 条

例 施 行 規 則 の 規 定 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 発 田 市 建 築 基 準

法 に よ る 意 見 の 聴 取 に 関 す る 規 則 に 規 定 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 新 発 田 市 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 規

定 及 び 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 発 田 市 景 観 条 例 施 行 規 則 の 規

定 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ り 使 用 さ

れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な

す 。  

  附 則 （ 令 和 ７ 年 規 則 第 51 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 16 条 の

改 正 規 定 、 第 16 条 の ２ 第 1 項 の 改 正 規 定 及 び 同 条 第 3 項 の 改 正 規

定 （「 第 17 条 第 3 項 各 号 」 を 「 次 条 第 3 項 各 号 」 に 改 め る 部 分 に 限

る 。） 並 び に 別 表 第 10 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


